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はじめに 

2019 年 12 月に成立した改正会社法において、自

社株式等を対価とするＭ＆Ａについて、新たに「株

式交付制度」が創設されました。上記に伴い、令和

3年度税制改正大綱に盛り込まれた税制措置につい

てご紹介します。 

 

1. 株式交付制度の概要 

（1）制度の創設 

株式対価Ｍ＆Ａ（自社株式を対価として他の会社

を買収するＭ＆Ａ）は、買収会社にとっては買収資

金を調達せずに対象会社株式の買収が可能となり資

金効率が上昇する、対象会社の株主にとっては買収

会社の株式を取得することとなり事業再編によるシ

ナジーを享受できる等のメリットがあることから、

これまで欧米などで積極的に活用されてきました。 

一方、日本における株式対価Ｍ＆Ａとして、会社

法上、株式交換の制度及び現物出資の制度を活用す

る方法がありましたが、主な問題として以下があり

ました。 

・株式交換：対象会社を 100％子会社化する場合で

なければ利用できない 

・現物出資：手続（現物出資規制・有利発行規制）

が複雑でコストがかかる 

そこで、2019 年 12 月に成立した改正会社法にお

いて、事業再編の円滑化を促進することを目的とし

て、新たに「株式交付制度」が創設（2021 年 3月 1

日施行予定）され、株式対価Ｍ＆Ａが会社法上の再

編類型の 1つとして位置付けられました。 

（2）制度の内容 

株式交付制度は、改正会社法 2条 32 号の 2にお

いて以下のように定義されています。 

株式会社が他の株式会社をその子会社とするため

に当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式

の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式

会社の株式を交付することをいう。 

株式交付制度は、対象会社を 100％子会社とする

ことを予定していない、部分的な買収にも利用する

ことができます（ただし原則として対象会社の議決

権の 50％超を取得することが前提です）。また、こ

れまで株式対価Ｍ＆Ａを行う上で障害の 1つであっ

た現物出資規制・有利発行規制の適用もなく、手続

が合理化されます。 

 
（出典：法務省 改正会社法パンフレット） 

 

2. 税制改正の内容 

株式交付制度の創設に伴い税制改正大綱に盛り込

まれた内容は以下の通りです。 

（1）創設される措置の内容 

法人及び個人が、株式交付制度により、その有す

る株式を譲渡し、買収会社（株式交付親会社）の株

式等の交付を受けた場合、その譲渡した株式の譲渡

損益の計上が繰り延べられます。 

（2）自社株式に加えて金銭等を交付する場合 

（1）の措置は対価として交付を受けた資産の価

額のうち株式交付親会社の株式の価額が 80％以上で

ある場合に限ることとし、株式交付親会社の株式以

外の資産の交付を受けた場合には株式交付親会社の

株式に対応する部分の譲渡損益が繰り延べられま

す。 

（3）確定申告書の添付書類 

株式交付親会社の確定申告書に、株式交付計画書

等、一定の書類の添付が必要となります。 

（4）外国法人に係る取扱い 

外国法人の場合、その外国法人の恒久的施設にお

いて管理する株式に対応して株式交付親会社の株式

の交付を受けた部分に限り、（1）の措置が適用され

ます。 

 

おわりに 

株式交付制度の創設及び今回の税制改正により、株

式対価Ｍ＆Ａの利用場面が拡大すると考えられ、今後

の動向が注目されます。      (担当：伊藤) 
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